
罵
Ｎ
＞
Ｓ

暗
諦
締
犠
癖
端
穴
汁
が
ヰ
ー
代
Ｘ
穴
家
が
繊
ー
叩
概

　

　

　　　　　　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　　

　

　　　　　　　

　
　
　
　
　

ぴ
競
軸
靴
詔
鰹
ヰ
ー
代
Ｘ
＞
※
畷
観
測
鯉
ヰ
ー
代
Ｘ
＞
ふ
き
中
き
Ｒ
ｕ
ｇ

～
ぐ
べ
鯖
６
′

　

誘
導
武
井

　

ヰ
ー
戊
Ｘ
醤
噛
み
羅
賦
′
眺
揖
塀
鮎
綴
階
沖
締
８
ふ
ｎ

　
　
　

　

　　
　

（号外第７０号）

　

附

　

則

１

　

こ

　　

口
一・

日
か
ら
適
用
す
る
。

＋
ー
号

　

冊
静
靴
詔
瞳
ヰ
ー
代
Ｘ
＞
お
醐
鰍
瞳
ヰ
ー
代
Ｘ
＞
Ｓ

硫

搬
刈
郡
欝
９
飴
穴
Ｕ
Ｓ
べ
＃
′詩
耳
孝
行

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｕ
ｓ
べ
歩
破
け
ぐ
ぐし恢
寓
軸
締
尊
び
”
～
～
ぐ
べ
樹
６
′

　

副
三

一
・′・
り

平成３０年３月 ３０ 日

　

金曜日

介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
七
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
介
護
医
療
院
を
開
設
で
き
る
者
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

厚
生
労
働
大
臣

　

加
藤

　

勝
信

　　

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
介
護
医
療
院
を
開
設
で
き
る
者

介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
七
条
第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

　　

国

二

　

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
一条
に
規
定
す
る
移
行
型
地
方
独
立
行
政
法
人

三

日
本
赤
十
字
社

四

　

健
康
保
険
組
合
及
び
健
康
保
険
組
合
連
合
会

五

　

国
民
健
康
保
険
組
合
及
び
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

六

　

国
家
公
務
員
共
済
組
合
及
び
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
並
び
に
地
方
公
務
員
共
済
組
合
及
び
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会

七

　

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団

八

　

全
国
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
会
員
で
あ
る
厚
生

（医
療
）
農
業
協
同
組
合
連
合
会

九

　

医
療
法

（昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
病
院
を
開
設
し
て
い
る
者

（第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）

十

　

厚
生
労
働
大
臣
が
介
護
医
療
院
の
開
設
者
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
認
定
し
た
者

（厚
生
労
働
大
臣
が
認
定
し
た
介
護
医
療
院
を
開
設
す
る
場
合
に
限
る
Ｊ

十
一

　

厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
者

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
二
号

　

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
介
護
医
療
院
を
開
設
で
き
る
者

（平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
一
号
）
第
十
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
介
護
医
療
院
を
開
設
で
き
る
者
第
十
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
者
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

　

加
藤

　

勝
信

　　

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
介
護
医
療
院
を
開
設
で
き
る
者
第
十
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

　

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
介
護
医
療
院
を
開
設
で
き
る
者

（平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
一
号
）
第
十
一
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

　

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準

（平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
転
換
を
行
う
病
院
又
は

　

診
療
所
の
開
設
者

（厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
介
護
医
療
院
を
開
設
で
き
る
者
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
Ｊ

二

　

平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準

（平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
附
則
第
十
三
条
に
規
定
す
る
転
換
を
行
っ
て
介

　

護
老
人
保
健
施
設
を
開
設
し
た
者

（厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
介
護
医
療
院
を
開
設
で
き
る
者
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
三
号

　

介
護
保
険
法
施
行
令

（平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
居
宅
介
護
又
は
重
度
訪
問
介
護
に
係
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
次
の

よ
う
に
定
め
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

　

加
藤

　

勝
信

　　

居
宅
介
護
又
は
重
度
訪
問
介
護
に
係
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

　

介
護
保
険
法
施
行
令

（平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
等
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

（平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省

告
示
第
五
百
三
十
八
号
）
第
一
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
、
第
十
七
号
及
び
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
四
号

　

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（平
成
十
一年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
十
二
条
の
二
十
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（平
成
二
十
四
年

厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
一
号
）
の
一部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

　

加
藤

　

勝
信



、

　　

′号

（傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

　　　　　　　　

正

　　　　　　　　

後

改

　　　　　　　　

正

　　　　　　　　

前

　

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（平
成
十
一年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
十
二
条
の
二
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
課
程
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
と
す

る
。

一

　

介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
職
員
初
任
者
研
修
課
程

　

介
護
に

　

従
事
す
る
職
員
が
行
う
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
技
術
を
習
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
別
表
第
一
の
課
程

　

に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

二

　

介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
生
活
援
助
従
事
者
研
修
課
程

　

生
活
援

　

助

（指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）

　

別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
介
護
費
の
注
３
に
規
定
す
る
生
活
援
助
を
い
う
。）が

　

中
心
で
あ
る
指
定
訪
問
介
護

（指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（平

　

成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
介
護
を
い
う
。）に
従
事
す
る
職
員
が
行
う

　

業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
技
術
を
習
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
別
表
第
二
の
課
程
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の

　

で
あ
る
こ
と

別
表
第
一
（第
一
号
関
係
）

　

（表
略
）

別
表
第
二

（第
二
号
関
係
）

平成３０年３月 ３０ 日

　

金曜日

講
義
及
び

演
習 区

　

分

介
護
に
お
け
る
尊
厳
の
保
持
・
自
立
支
援

職
務
の
理
解

科

　　　　　　　　　

目

六 二

時
間
数

視
点
等
を
理
解
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
こ
と
。

講
義
と
演
習
を
一
体
で
実

施
す
る
こ
と
。

す
る
に
当
た
っ
て
の
基
本
的

護
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
介

厳
と
自
立
を
支
え
る
専
門
職

介
護
職
が
、
利
用
者
の
尊

見
学
等
の
実
習
を
活
用
す
る

こ
と
０

た
め
に
必
要
な
内
容
を
含
め

る
こ
と
。

講
義
と
演
習
を
一
体
で
実

施
す
る
こ
と
。

必
要
に
応
じ
て
、
施
設
の

の
範
囲
に
つ
い
て
理
解
す
る

研
修
修
了
者
が
行
う
職
務

備

　　　　　

考

講
義
及
び

演
習

　

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（平
成
十
一年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
十
二
条
の
二
十
三
第
一項
に
規
定
す
る

介
護
職
員
初
任
者
研
修
課
程
は
、
介
護
に
従
事
す
る
職
員
が
行
う
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
技
術
を
習
得
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
別
表
の
課
程
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

別
表

　

（表
略
）

（新
設
）



こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
し
く
み
と
生
活
支
援
技
術

振
り
返
り

介
護
技
術
の
根
拠
と
な
る

人
体
の
構
造
及
び
機
能
に
関

す
る
知
識
を
習
得
し
、
生
活

援
助
が
中
心
で
あ
る
指
定
訪

問
介
護
の
安
全
な
提
供
方
法

等
を
理
解
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
習

得
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
。

　

講
義
と
演
習
を
一
体
で
実

施
す
る
こ
と
。

　

移
動
・
移
乗
に
関
連
し
た

実
習
を
二
時
間
実
施
す
る
こ

講
義
と
演
習
を
一
体
で
実

施
す
る
こ
と
。

　

必
要
に
応
じ
て
、
施
設
の

見
学
等
の
実
習
を
活
用
す
る

こ
と
一ｏ

（注
）

　

右
記
と
は
別
に
、
筆
記
試
験
に
よ
る
修
了
評
価

（三
十
分
程
度
）
を
実
施
す
る
こ
と
。

合

　　　　　　　　　　

計

０
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
五
号

　

介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
介
護
医
療
院
が
広
告
し
得
る
事
項
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

　

加
藤

　

勝
信

平成３０年３月 ３０ 日

　

金曜日

　　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

　　

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
介
護
医
療
院
が
広
告
し
得
る
事
項

介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

　

施
設
及
び
構
造
設
備
に
関
す
る
事
項

二

職
員
の
配
置
員
数

三

　

提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
及
び
内
容

（医
療
の
内
容
に
関
す
る
も
の
を
除
く
Ｊ

四

利
用
料
の
内
容

二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
第
三
十
八
条
の
七
か
ら
第
三
十
八
条
の
九
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
の
七
か
ら
第
三
十
八
条
の
九
ま

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
年
三
月
ニ

償
の
額
の
算
定
に
当
た
り
用
い
る
率

（

　　　　　　　

生
労
働
省
告
示
第

　

ハ
号
）
の
一

　

口を
、

い
る
率
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

　

本
則
中

「平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日
」
を

「平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら

「ー初
認
」
に
、
置
か
観
」
を

　

所
為
の」
に
、
司
も
ｏｅ

　

を

　

置
か
綴
」
に
、
司
．読
め」
を

「と
８
」
に
、

「Ｎ▼窃
の」
を

　

司
Ｌ
のめ」
に
、
爾
胡
ｏｏ」
を

「”Ｌ
Ｏ色

　

に
、
司
も
の飢」
を

「Ｎｂ

　　

ー
、

．

　　

を

「Ｎｂ
部
」
に
、
扇
Ｌ
ｑご

　

を

「Ｎ白
檀

　

に
、
扇
綿
鴇
」

　　　　　　

ｉ

　

Ｅ
食
」
を

　

扇
む
き
」
に
、

「ー彰
器
」
を

「Ｎ態
と

に
、
「ー

　　　　　　

．
巴

　

に
、
コ

のと

を

「ＮＬ
Ｐ
ヒ

　

に
、
コ
詰
り」
を

厚
生
労
働
大
臣

額
の
算
定
に
当
た
り
用

加
藤

　

勝
信

・
木
製
品
製
造
業

（家
具
を
除
く
）
の
項
中

　

コ
ヒ
器
」
を

「ー巴
①－」
に
、
司
胡
段
」
を

に
、
司
ｂ
沼
」
を

　

蒔
か
ｑ－」
に
、
謡
い
闇
」
を

「”胡
凹
」
に
、
司
彰
”△」
を

「の．８
－」
に
、

ー
、

・

　　

を

「のｂ
ｏの」
に
、
経
費
錆
”」
を

「Ｎ兼
務
」
に
、
扇
・

　　　　　　　　

に
、
可
恥
ｏｅ

　

を

「Ｎ
のｍ」
に
、
爾
Ｎ
”－」
を

「Ｎｂ
．ご

　

に
、
爾
Ｎ
－巴

　

を

を

「Ｎむ
き
」
に
、
可
Ｌ
Ｎｍ」
を

「Ｎか
ぎ
」
に
、
謡
ｂ
ｑ－」
を

「Ｎｈ
の燃

　

に
、
両
ｂ
部
」
を

　

．

　　　

、

　

緒
Ｏ」
を

　

謡
い
ｏと

に
、
「ー．殻
ｗ色

　

を

「ＮＮ
①①」
に
、

　　

．
巴

　

に
、
コ

のと

を

　

謡
Ｌ
Ｐ
ヒ

　

に
、
コ

器
」
を

「ＮＬ
鎧
」
に
、
戸
総
ｍ」
を

「Ｎｂ
ＮＮ」
に
、
コ
む
ｑと

を

「ーも
のの」
に
、
ゴ
ー食
め」
を

「－－

　　

；
、

　　　

を

「ー加
－“」
に
、
コ
ｈ
ｏ飢」
を

に
、
コ
Ｎ
金
」
を

「ーね
め匹

　

に
、
「ーＮ
５
」
を

「ー心
部
」
に
、
コ
Ｌ
Ｓ
」
を

「ー心
宝
」
に
改
め
、
同
項
弱
書
俗
黛
一
迦
ｚ
ｏ
逼
の
欄
中

「ーｂ
ｏ巴

　

を

「ーも
－Ｏ」
に
改
め
、
同

　　　　

．

　　　

「ーＮ
Ｓ
」

（号外第７０号）


